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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第３四半期連結
累計期間

第７期
第３四半期連結
会計期間

第６期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 13,419 4,492 20,278

経常利益（百万円） 55 148 876

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（百万円）
△284 41 679

純資産額（百万円） － 37,264 39,108

総資産額（百万円） － 42,859 45,289

１株当たり純資産額（円） － 132,140.82 138,373.58

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）（円）

△1,010.48 146.02 2,412.91

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － 2,392.25

自己資本比率（％） － 86.9 86.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,308 － 2,018

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,240 － 678

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△130 － 45

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ 15,179 15,469

従業員数（人） － 1,037 989

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．第７期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４．第７期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、新株予約権の行使価格が期中平均株価を上回っており、１株当たり四半期純利益が希薄化しな

いため、記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
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４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 1,037 (125)　

　（注）従業員数は臨時従業員及び派遣社員を除いた就業人員数であります。臨時従業員数は、当第３四半期連結会計期間

の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 333 ( 37)

　（注）従業員数は臨時従業員及び派遣社員を除いた就業人員数であります。臨時従業員数は、当第３四半期会計期間の平

均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、仕入、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

遺伝子工学研究分野  

　 研究用試薬 1,578

　 研究受託サービス 364

　 その他 11

計 1,954

遺伝子医療分野 19

医食品バイオ分野 330

合計 2,304

　（注）１．金額は、販売価格によっております。

２．金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）仕入実績

　当第３四半期連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

遺伝子工学研究分野  

　 研究用試薬 257

　 理化学機器 486

　 研究受託サービス 7

　 その他 99

計 850

遺伝子医療分野 11

医食品バイオ分野 43

合計 905

　（注）１．金額は、仕入価格によっております。

２．金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　遺伝子工学研究分野において研究受託サービスを行っていることから、一部受注生産を行っておりますが、ほとん

どの場合生産に要する期間が短いこと、かつ、受注残高が僅少であることから記載を省略しております。
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(4）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円）

遺伝子工学研究分野  

　 研究用試薬 3,000

　 理化学機器 382

　 研究受託サービス 349

　 その他 191

計 3,923

遺伝子医療分野 30

医食品バイオ分野 538

合計 4,492

　（注）１．セグメント間の内部売上高は除いて記載しております。

２．金額には、消費税等は含まれておりません。

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の記載は、すべて当第３四半期連結会計期間に関するものであり、文中における前年同期間比増減率または前年

同期間の金額は、参考として記載しております。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社および当社の関係会社）

が判断したものであります。

(1）業績

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧米発の金融危機の影響が実体経済にも波及し、設備投資や個

人消費の減速、企業の業績予想の下方修正等、急速に景況感が悪化してまいりました。

　このような状況のもと、当社グループは長年培われたバイオテクノロジーを活用し、遺伝子工学研究分野、遺伝子

医療分野、医食品バイオ分野の３つの領域に経営資源を集中し、業績の向上に努めました。

 その結果、売上高は、遺伝子工学研究分野における研究用試薬の減少による影響が大きく、前年同期間比307百万円

（6.4％）減少の4,492百万円となりました。利益面では、売上原価が、売上高に伴う減少や原価率の改善等により前

年同期間比277百万円（12.2％）減少の1,993百万円となり、売上総利益は前年同期間比29百万円（1.2％）減少の

2,499百万円となりました。販売費及び一般管理費は、前年同期間比３百万円（0.1％）増加の2,325百万円となりまし

たので、営業利益は前年同期間比32百万円（16.0％）減少の173百万円となりました。

　営業外損益では、為替差損87百万円（前年同期間比81百万円増加）等が発生いたしましたので、経常利益は前年同

期間比116百万円（43.9％）減少の148百万円を計上することとなりました。

　特別損益では、貸倒引当金戻入額20百万円、固定資産除売却損18百万円等が発生しましたので、第３四半期純利益

は前年同期間比152百万円（78.8％）減少の41百万円を計上することとなりました。

　事業の種類別セグメントの状況および所在地別セグメントの状況は次のとおりであります。

①　事業の種類別セグメントの状況

［遺伝子工学研究分野］

　バイオテクノロジー関連分野の研究開発活動がますます広がりを見せるなか、当社グループは、こうした研究開

発活動を支援する製品・商品やサービスを中心に展開する当分野をコアビジネスと位置づけております。

　当分野の品目別売上高の状況は、主力製品である研究用試薬の売上高が、円高の影響もあり前年同期間比で減

少いたしました。理化学機器および研究受託サービス等の売上高も、前年同期間比で僅かながら減少いたしまし

た。

　以上の結果、当分野の外部顧客に対する売上高は3,923百万円（前年同期間比92.4％）と減収となり、売上総利益

についても2,324百万円（前年同期間比95.7％）と減少いたしました。販売費及び一般管理費は、管理費等の減少

により1,410百万円（前年同期間比97.4％）と減少いたしましたので、営業利益は914百万円（前年同期間比

93.2％）と減少いたしました。

［遺伝子医療分野］

　当分野においては、最近の急速な細胞生物学の進歩によって基礎研究と臨床応用の距離がますます短くなり、再

生医療の実用化が急速に進むなかで、遺伝子治療・細胞医療の早期商業化に注力しております。当社グループは、

高効率遺伝子導入技術レトロネクチン法、高効率・高機能リンパ球増殖技術であるレトロネクチン拡大培養法お

よびRNA分解酵素等の自社技術を利用したアジアにおけるがんとエイズの遺伝子治療・細胞医療の臨床開発を

進めております。
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　当分野の外部顧客に対する売上高は30百万円（前年同期間比102.6％）と増収となり、売上総利益についても９

百万円（前年同期間比100.4％）と増加いたしました。販売費及び一般管理費は、305百万円（前年同期間比

101.0％）と増加いたしましたので、営業損失は296百万円（前年同期間営業損失293百万円）となりました。

［医食品バイオ分野］

　当分野では、食から医という「医食同源」のコンセプトに基づき、当社グループ独自の先端バイオテクノロジー

を駆使して日本人が古来常食してきた食物の科学的根拠を明確にした機能性食品素材の開発、製造および販売を

行っており、昆布フコイダン関連製品、寒天オリゴ糖関連製品、キノコ関連製品および明日葉カルコン関連製品等

を中心に事業を展開しております。

　当分野の売上高の状況は、キノコ関連製品の売上高は前年同期間並みとなりましたが、健康志向食品の売上高が

前年同期間比で微増となりましたので、当分野の外部顧客に対する売上高は538百万円（前年同期間比102.5％）

と増収となりました。売上原価率が改善いたしましたので、売上総利益は165百万円（前年同期間比183.1％）と増

加いたしました。販売費及び一般管理費は224百万円（前年同期間比104.3％）と僅かながら増加いたしましたの

で、営業損失は58百万円（前年同期間営業損失124百万円）となりました。

②　所在地別セグメントの状況

［日本］

　国内は、当社における売上が減少し、外部顧客に対する売上高は前年同期間比90.6％の2,666百万円、セグメ

ント間売上高は前年同期間比116.2％の512百万円となり、売上高合計は前年同期間比93.9％の3,178百万円、営業利

益は前年同期間比77.8％の339百万円となりました。

［アジア］

　アジアは、宝生物工程（大連）有限公司、宝日医生物技術(北京) 有限公司の売上が増加し、外部顧客に対する売上

高は前年同期間比102.6％の422百万円、セグメント間売上高は前年同期間比125.2％の315百万円となり、売上高合

計は前年同期間比111.2％の737百万円、営業利益は前年同期間比162.8％の163百万円となりました。

［北米］

　北米は、Clontech Laboratories, Inc. の売上が減少し、外部顧客に対する売上高は前年同期間比95.5％の961百万円、

セグメント間売上高は前年同期間比99.1％の339百万円となり、売上高合計は前年同期間比96.4％の1,301百万円、

営業損失は15百万円（前年同期間営業利益４百万円）となりました。

［欧州］

　欧州は、Takara Bio Europe S.A.S. の売上が微増となり、外部顧客に対する売上高は前年同期間比100.9％の442百万

円、セグメント間売上高は実績がありませんでしたので、売上高合計は前年同期間比100.9％の442百万円、営業利

益は前年同期間比138.0％の69百万円となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費（その

他償却費含む）等による収入がありましたが、たな卸資産の増加、法人税等の支払、固定資産および有価証券の取

得、連結子会社の自己株式取得等により、第２四半期連結会計期間末残高に対して1,095百万円減少し、当第３四半期

連結会計期間末には15,179百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上149百万円、減価償却費（その他償却費

含む）486百万円等がありましたが、売上債権の増加25百万円、たな卸資産の増加489百万円、法人税等の支払額98百

万円等により50百万円の支出となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産およびその他償却資産の取得による支出440百万円、

有価証券の取得による支出372百万円等があり763百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、連結子会社の自己株式取得による支出151百万円、リース債務の返済によ

る支出８百万円等があり160百万円の支出となりました。

(3）事業上および財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、738百万円であります。なお、当第

３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった宝生物工程（大連）有限公司に

おける「工場棟、寮棟新設および製造設備拡充」計画が、平成20年10月に完了いたしました。その他の重要な設備の

新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等

の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,000,000
計 1,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月10日）

（注１）

上場金融商品取引所名又は登
録認可金融商品取引業協会名

内容
（注２）

普通株式 282,009 282,009 東京証券取引所マザーズ －

計 282,009 282,009 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権行使により
発行された株式数は含まれておりません。

２．当社は単元株制度を採用しておりませんので、単元株式数を記載しておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

①平成15年９月19日臨時株主総会決議

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数 407個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 4,070株
新株予約権の行使時の払込金額 200,000円

新株予約権の行使期間
平成17年９月20日から
平成25年９月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　　　 200,000円
資本組入額　 　100,000円

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注２）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
　（注）１．当社は単元株制度を採用しておりませんので、単元株式数を記載しておりません。

　２．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りであります。
①新株予約権は、当該新株予約権の発行に係る取締役会において割当を受けた当初の新株予約権者においてこ
れを行使することを要する。
②新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められない。
③対象者は、１年間(１月１日より12月31日まで）における新株予約権の行使時の払込金額の合計額が

12,000,000円を超えない範囲で、新株予約権を行使するものとする。
④新株予約権者は、一度の手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部又は一部を行使することができ
るものとする。ただし、１個の新株予約権のうち、その一部を行使することはできないものとする。
⑤本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。
⑥その他の新株予約権の行使の条件は、当該新株予約権の発行に係る取締役会決議に基づき当社と対象者との
間で締結した「新株予約権割当契約書」による。
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②平成15年９月19日臨時株主総会決議

区分 第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数 183個
新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（注１）

新株予約権の目的となる株式の数 1,830株
新株予約権の行使時の払込金額 200,000円

新株予約権の行使期間
平成16年４月１日から
平成25年９月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格　 　 200,000円
資本組入額  　100,000円

新株予約権の行使の条件 （注２）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注２）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
　（注）１．当社は単元株制度を採用しておりませんので、単元株式数を記載しておりません。

　２．新株予約権の行使の条件、譲渡に関する事項は次の通りであります。
①新株予約権は、当該新株予約権の発行に係る取締役会において割当を受けた当初の新株予約権者においてこ
れを行使することを要する。
②新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認められない。
③新株予約権者は、一度の手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部又は一部を行使することができ
るものとする。ただし、１個の新株予約権のうち、その一部を行使することはできないものとする。
④本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。
⑤その他の新株予約権の行使の条件は、当該新株予約権の発行に係る取締役会決議に基づき当社と対象者との
間で締結した「新株予約権割当契約書」による。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

－ 282,009 － 9,040 － 26,967

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期連結会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をし

ております。

①【発行済株式】

　 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  282,009 282,006 －

端株 － － －

発行済株式総数 　　　　　282,009 － －

総株主の議決権 － 282,006 －

（注）１．当社は単元株制度を採用しておりませんので、単元株式数を記載しておりません。
２．「完全議決権株式（その他）」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が３株含まれておりま
す。なお、同「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれておりま
せん。

②【自己株式等】

　 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 264,000 292,000 323,000 277,000 267,000 265,000 265,900 194,600 188,500

最低（円） 242,000 255,000 261,000 236,000 234,700 201,000 135,800 160,100 166,600

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

  当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

  なお、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「財務諸表の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５

号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,470 8,653

受取手形及び売掛金 4,427 5,659

有価証券 7,497 7,310

商品及び製品 2,451 1,999

仕掛品 302 518

原材料及び貯蔵品 768 658

その他 1,042 725

貸倒引当金 △57 △108

流動資産合計 24,902 25,417

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,187 7,704

減価償却累計額 △4,197 △3,945

建物及び構築物（純額） 3,989 3,759

機械装置及び運搬具 7,001 7,073

減価償却累計額 △4,965 △4,811

機械装置及び運搬具（純額） 2,035 2,262

工具、器具及び備品 4,728 4,863

減価償却累計額 △3,577 △3,731

工具、器具及び備品（純額） 1,150 1,131

土地 4,618 4,633

リース資産 29 －

減価償却累計額 △5 －

リース資産（純額） 23 －

建設仮勘定 0 569

有形固定資産合計 11,818 12,356

無形固定資産

のれん 2,247 2,805

その他 1,019 1,626

無形固定資産合計 3,266 4,432

投資その他の資産

投資その他の資産 2,871 3,083

貸倒引当金 － △0

投資その他の資産合計 2,871 3,083

固定資産合計 17,956 19,871

資産合計 42,859 45,289
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,117 1,221

短期借入金 44 44

未払法人税等 54 167

引当金 174 240

その他 1,846 1,966

流動負債合計 3,238 3,641

固定負債

長期借入金 487 501

退職給付引当金 974 922

その他 894 1,115

固定負債合計 2,356 2,539

負債合計 5,594 6,180

純資産の部

株主資本

資本金 9,040 9,022

資本剰余金 26,967 26,949

利益剰余金 1,442 2,035

株主資本合計 37,450 38,007

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 144 289

為替換算調整勘定 △330 700

評価・換算差額等合計 △186 989

少数株主持分 － 110

純資産合計 37,264 39,108

負債純資産合計 42,859 45,289

EDINET提出書類

タカラバイオ株式会社(E02474)

四半期報告書

13/24



（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 13,419

売上原価 6,302

売上総利益 7,117

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 1,446

研究開発費 ※1
 2,169

引当金繰入額 120

その他 3,322

販売費及び一般管理費合計 7,059

営業利益 58

営業外収益

受取利息 122

運送費相手先負担額 45

その他 35

営業外収益合計 203

営業外費用

支払利息 8

為替差損 168

持分法による投資損失 19

その他 8

営業外費用合計 206

経常利益 55

特別利益

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 7

貸倒引当金戻入額 12

その他 0

特別利益合計 21

特別損失

固定資産除売却損 47

たな卸資産評価損 64

係争和解費用 128

特別損失合計 240

税金等調整前四半期純損失（△） △163

法人税、住民税及び事業税 303

法人税等調整額 △185

法人税等合計 117

少数株主利益 3

四半期純損失（△） △284
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 4,492

売上原価 1,993

売上総利益 2,499

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 455

研究開発費 ※1
 738

引当金繰入額 74

その他 1,056

販売費及び一般管理費合計 2,325

営業利益 173

営業外収益

受取利息 46

運送費相手先負担額 15

その他 4

営業外収益合計 66

営業外費用

支払利息 2

為替差損 87

その他 0

営業外費用合計 91

経常利益 148

特別利益

貸倒引当金戻入額 20

その他 2

特別利益合計 23

特別損失

固定資産除売却損 18

係争和解費用 3

特別損失合計 21

税金等調整前四半期純利益 149

法人税、住民税及び事業税 150

法人税等調整額 △43

法人税等合計 107

少数株主利益 1

四半期純利益 41
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △163

減価償却費 1,004

その他償却費 432

のれん償却額 107

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37

その他の引当金の増減額（△は減少） △19

受取利息 △122

支払利息 8

持分法による投資損益（△は益） 19

固定資産除売却損益（△は益） 46

売上債権の増減額（△は増加） 1,045

たな卸資産の増減額（△は増加） △472

仕入債務の増減額（△は減少） △9

その他 △246

小計 1,593

利息及び配当金の受取額 131

利息の支払額 △5

法人税等の支払額 △410

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △472

定期預金の払戻による収入 397

有価証券の取得による支出 △372

有形及び無形固定資産の取得による支出 △652

その他償却資産の取得による支出 △208

関係会社株式の取得による支出 △23

関係会社株式の売却による収入 75

その他 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △13

株式の発行による収入 35

リース債務の返済による支出 △19

連結子会社の自己株式取得による支出 △151

セール・アンド・リースバック取引による収入 18

財務活動によるキャッシュ・フロー △130

現金及び現金同等物に係る換算差額 △226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △289

現金及び現金同等物の期首残高 15,469

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 15,179
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．持分法の適用に関する事
項の変更

　第２四半期連結会計期間において、
Pulmuone-Takara Agri Co., Ltd.(韓国）の当社持分
をすべて売却したため、持分法適用の範囲から
除いておりますが、関連会社であった期間中は
持分法で評価しております。
　なお、これにより当社の持分法適用関連会社
は、なくなりました。

２．会計処理基準に関する事
項の変更

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
たな卸資産
　通常の販売目的で保有するたな卸資産につ
いては、従来、主として総平均法による原価法
によっておりましたが、第１四半期連結会計
期間より「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５
日）が適用されたことに伴い、主として総平
均法による原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
により算定しております。
　これにより、当第３四半期連結累計期間の営
業利益及び経常利益はそれぞれ19百万円増
加、税金等調整前四半期純利益は45百万円減
少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該
箇所に記載しております。

　 (2）「連結財務諸表作成における在外子会社の
会計処理に関する当面の取扱い」の適用
　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸
表作成における在外子会社の会計処理に関す
る当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平
成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。
　これにより、期首剰余金が308百万円減少し、
当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常
利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ
ぞれ95百万円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該
箇所に記載しております。

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

（有形固定資産の耐用年数の変更）
　当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐
用年数を４～12年としておりましたが、法人税法の改正を
契機とし見直しを行い、設備の使用実態と耐久性を勘案し、
第１四半期連結会計期間より、４～10年に変更いたしまし
た。
　これによる損益に与える影響及びセグメントに与える影
響は、軽微であります。
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　研究開発費の総額　　　　　　　　 2,169百万円
このうち主なものは、次のとおりであります。
従業員給料及び賞与       862百万円
引当金繰入額　 92

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※１　研究開発費の総額　　　　　　　　　 738百万円
このうち主なものは、次のとおりであります。
従業員給料及び賞与       241百万円
引当金繰入額　 67

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係　

　 (平成20年12月31日現在）
現金及び預金勘定 8,470百万円
預入期間が３か月を超える定期預金 △422
取得日から３か月以内に償還期限が
到来する短期投資(有価証券） 7,132

現金及び現金同等物 15,179

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　
平成20年12月31日）
１．発行済株式の種類及び総数
普通株式　　　　　282,009株

２．自己株式の種類及び株式数
該当事項はありません。

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４．配当に関する事項
該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）の事業の種類別セグメント情報
は次のとおりであります。

　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　
遺伝子工学研
究（百万円）

遺伝子医療
（百万円）

医食品バイ
オ(百万円)

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

売上高       
(1）外部顧客に対する売上高 3,923 30 538 4,492 － 4,492
(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － 0 0 (0) －

計 3,923 30 538 4,492 (0) 4,492
営業利益又は営業損失（△） 914 △296 △58 558 (385) 173

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）の事業の種類別セグメント情報
は次のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　
遺伝子工学研
究（百万円）

遺伝子医療
（百万円）

医食品バイ
オ(百万円)

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

売上高       
(1）外部顧客に対する売上高 11,821 108 1,489 13,419 － 13,419
(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － 0 0 (0) －

計 11,821 108 1,490 13,420 (0) 13,419
営業利益又は営業損失（△） 2,506 △838 △419 1,248 (1,189) 58
　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、製品・サービスの種類・特性などを考慮して、遺伝子工学研究、遺伝子医療、医食品バイオの３
事業に区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

遺伝子工学研究
試薬（遺伝子工学用、蛋白質工学用、細胞工学用、糖生物工学用）、理化学機器、研究
受託サービス、遺伝子工学研究関連特許実施許諾対価料

遺伝子医療
遺伝子導入関連製品、遺伝子治療用材料、研究受託サービス、遺伝子医療関連特許実
施許諾対価料

医食品バイオ
キノコ（ハタケシメジ、ホンシメジ）、ブナシメジ特許実施許諾対価料、バイオ医食
品（フコイダン関連製品、寒天オリゴ糖関連製品、明日葉カルコン関連製品）

３．会計処理の方法の変更
（棚卸資産の評価に関する会計基準）
　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(1）に記載のとおり、第１四半期
連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適
用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益
が遺伝子工学研究事業で７百万円減少し、医食品バイオ事業で26百万円増加しております。
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）
　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(2）に記載のとおり、第１四半期
連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応
報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、
当第３四半期連結累計期間の営業利益が遺伝子工学研究事業で95百万円減少しております。
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【所在地別セグメント情報】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）の所在地別セグメント情報は次
のとおりであります。

　
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売
上高

2,666 422 961 442 4,492 － 4,492

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

512 315 339 － 1,167 (1,167) －

計 3,178 737 1,301 442 5,659 (1,167) 4,492
営業利益又は
営業損失（△）

339 163 △15 69 555 (382) 173

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）の所在地別セグメント情報は次
のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売
上高

7,934 1,306 2,794 1,384 13,419 － 13,419

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,684 899 1,035 － 3,619 (3,619) －

計 9,618 2,205 3,830 1,384 17,039 (3,619) 13,419
営業利益又は
営業損失（△）

878 468 △196 155 1,304 (1,246) 58

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。
２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・中国、韓国
北米・・・・米国
欧州・・・・フランス

３．会計処理の方法の変更
（棚卸資産の評価に関する会計基準）
　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(1）に記載のとおり、第１四半期
連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適
用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益
が日本で19百万円増加しております。
（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）
　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．(2）に記載のとおり、第１四半期
連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応
報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、
当第３四半期連結累計期間の営業利益が北米で95百万円減少しております。
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【海外売上高】

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）の海外売上高は、次のとおりであ

ります。

　
アジア
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

Ⅰ　海外売上高 515 1,009 438 5 1,968

Ⅱ　連結売上高     4,492
Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高
の割合（％）

11.5 22.5 9.7 0.1 43.8

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）の海外売上高は、次のとおりであ

ります。

　
アジア
（百万円）

北米
（百万円）

欧州
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

Ⅰ　海外売上高 1,572 2,955 1,407 16 5,950

Ⅱ　連結売上高     13,419
Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高
の割合（％）

11.7 22.0 10.5 0.1 44.3

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア・・・・中国、韓国、台湾他

北米・・・・・米国、カナダ

欧州・・・・・フランス、ドイツ、イギリス他

その他・・・・オセアニア、アフリカ

３．海外売上高は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 132,140.82円 １株当たり純資産額 138,373.58円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 1,010.48円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純
損失であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 146.02円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの、新株予約権の行使価
格が期中平均株価を上回っており、１株当たり四半期純利
益が希薄化しないため、記載しておりません。

　（注）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円） △284 41

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は

四半期純損失（△）（百万円）
△284 41

期中平均株式数（千株） 281 282

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要

　─────── 　───────

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

（リース取引関係）

　該当事項はありません。

２【その他】

(1）決算日後の状況　

特記事項はありません。　

(2）訴訟

　当社は株式会社メデカジャパン・ラボラトリー（以下、「メデカ社」という。）から、当社とメデカ社間の独占

販売権の許諾に関する契約の解除による原状回復を求めて、平成18年８月17日付で東京地方裁判所に提訴されて

おりましたが、平成20年11月５日付で和解が成立いたしました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 　 平成２１年１月３０日　

タカラバイオ株式会社　 　

取締役会　御中 　 　

　
監査法人トーマツ

　
　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山口　弘志　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中本　眞一　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているタカラバイオ株

式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２０年

１０月１日から平成２０年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月

３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、タカラバイオ株式会社及び連結子会社の平成２０年１２月３１日現在の

財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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